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番号

政策評価調書（個別票①-1）

【政策ごとの予算額等】

政策名 公害紛争の処理、土地利用の調整 評価方式 実績 ①、②

歳出予算額（千円） 19年度 20年度 21年度 22年度要求額

（ 当 初 ）
55,046 53,293 69,419 67,178

（ 補 正 後 ）
53,293 50,069

前年度繰越額（千円）

予備費使用額（千円）

流用等増△減額（千円）

歳出予算現額（千円）
53,293 50,069

＜0＞ ＜0＞

支出済歳出額（千円）
46,387 49,717

翌年度繰越額（千円）

不用額（千円）
6,906 352

＜0＞ ＜0＞

達成すべき目標及び
目標の達成度合いの

測定方法

（１）公正かつ中立な立場から公害紛争事件の適切な処理を図る
（２）多様化・複雑化する公害紛争処理制度の運用を行う
（３）国及び都道府県を通じた公害紛争処理制度全体の円滑な運営及び公害苦情の適切な処理の促進を図る
（４）鉱区禁止地域指定請求事件の受付、係属及び終結の状況並びに処理期間
（５）鉱業等に係る行政処分に対する不服の裁定事件の受付、係属及び終結の状況
（６）上記裁定事件の処理の計画性及び期間
（７）土地収用法に基づく意見の申出事案等の受付

政策評価結果を受けて
改善すべき点

評価結果の予算要求等
への反映状況

・事件件数増加による調査費及び現地期日等開催経費　（平成22年度概算要求額：40,308千円）
・外部アドバイザー招聘経費（平成22年度概算要求額　670千円）　＜新規要求＞
・委員会運営に係る経費のうち土地利用に関するもの（24.0百万円の一部）
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番号
（千円）

会計 組織／勘定

Ａ 1 一般 公害等調整委員会 -1,990

Ａ 2

Ａ 3

Ａ 4

Ｂ 1 一般 ○○本省

Ｂ 2

Ｂ 3

Ｂ 4

Ｃ 1 一般 ○○本省 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 2 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 3 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｃ 4 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 1 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 2 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 3 ＜ ＞ ＜ ＞

Ｄ 4 ＜ ＞ ＜ ＞

-1,990
＜69,419＞ の内数 ＜67,178＞ の内数

の内数 の内数

合計
69,419 67,178

対応表に
おいて◇
となって
いるもの

小計 の内数 の内数

＜○○,○○○＞ の内数 ＜○○,○○○＞ の内数

対応表に
おいて○
となって
いるもの

○○研究費

小計
○○○,○○○ ○○○,○○○

-1,990
＜69,419＞ の内数 ＜67,178＞ の内数

対応表に
おいて◆
となって
いるもの

◆◆特別会計へ繰入

小計
69,419 67,178

項 事項
21年度

当初予算額
22年度
要求額

対応表に
おいて●
となって
いるもの

公害等調整委員会 公害紛争処理等に必要な経費 69,419 67,178

政策評価調書（個別票①-2）

【政策に含まれる事項の整理、棚卸し調書との照合】

政策名 1．公害紛争の処理、２．土地利用の調整
 ①、②

予　算　科　目
政策評価結果等
による見直し額

整理番号
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【見直しの内訳・具体的な反映内容】

番号 ①、②

21年度
当初

予算額

22年度
要求額

増減

うち政策評価
結果の反映に
よる見直し額

（B)

うち執行状況
の反映による
見直し額
（C)

A 1 69,419 67,178 △ 2,241 △ 1,990 △1,990

執行状況を踏まえ、
・「ちょうせい」の発行部数を4,000部→3,000部へ削減
　（21'予算4,064千円⇒22'要求3,123千円　▲941千円）
・調査研究経費の３割削減
　（21'予算3,001千円⇒22'要求2,101千円　▲900千円）
・HP更新経費の３割削減
　（21'予算498千円⇒22'要求349千円　▲149千円）
の減額要求を行った。

合計 △ 1,990 △1,990

公害紛争処理に必要な経費

政策評価調書（個別票①-3）

政策名 公害紛争の処理、土地利用の調整

事務事業名 整理番号

予算額（千円）

見直し額（A)

（B)+（C)-重
複

政策評価結果又は執行状況の要求への反映内容
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（効率性）
　平成20年度に終結した事件（他機関へ移送した1件を除く7件）には、多様な態様の公害紛争が含まれるが、平均処
理期間は約1年5か月となっている。公害紛争処理制度の特長を生かし、現地調査の実施や専門委員の任命等による専
門的知見を活用しつつ、計画審理などによる迅速かつ適正な処理が行われた。

・平成20年度に公害等調整委員会に係属した事件数は、新規に受け付けた12
件（調停事件１件、責任裁定事件９件、義務履行勧告事件２件）に前年度か
ら繰り越された14件を加えた計26件（調停事件２件、裁定事件22件、義務履
行勧告事件２件）である。このうち８件（調停事件１件、裁定事件６件、義
務履行勧告事件１件）が20年度中に終結し、残り18件は21年度に繰り越され
た。
・平成20年度に終結した事件（移送した医薬品研究施設大気汚染被害防止等
調停申請事件を除く７件）の処理期間は約３か月から約２年９か月であり、
それらの平均は約１年５か月であった。
・係属事件には、低周波音に関する事件や、廃棄物に関する事件など、多様
な態様の公害事件が含まれている。
・事件の処理に当たっては、公害紛争処理制度の特長を活かし、現地調査の
実施や専門委員の任命等により専門的知見を得て精力的に事件処理手続を進
めた。また、計画審理などによる迅速かつ適正な処理が行われた。

番号政策名

政策の概要

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

　公害等調整委員会は、公害紛争処理法（昭和45年法律第108号）に基づき、公害に係る紛争の迅速かつ適正な解決を
図るため、あっせん、調停、仲裁及び裁定を行っている。また、公害紛争処理機関として、国に公害等調整委員会
が、都道府県に公害審査会が設置され、公害紛争処理法により定められている管轄に従い、それぞれ独立して公害紛
争の処理に当たっているところであるが、公害等調整委員会は、公害紛争処理法を所管する立場から、制度全体の円
滑な運営のために公害審査会等との連携を図っている。さらに、公害紛争処理法において地方公共団体の責務とされ
ている公害苦情の処理について、指導等を行っている。

（総合的評価）
　測定指標の状況から、公害等調整委員会の係属案件について、迅速かつ適正な処理が行われており、また、専門委
員の専門的知見の活用や、新たな調査研究の実施等により多様化する公害紛争に対応した制度の運用が図られてお
り、目標(1)（公正かつ中立な立場から公害紛争事件の適切な処理を図る）及び(2)（多様化・複雑化する公害紛争に
対応した公害紛争処理制度の運用を行う）は達成されていると言える。また、審査会等の公害紛争の処理状況、地方
公共団体の公害苦情の処理状況等から、国及び都道府県を通じた公害紛争処理制度全体の円滑な運営及び公害苦情処
理の適切な処理が促進されており、目標(3)（国及び都道府県を通じた公害紛争処理制度全体の円滑な運営及び公害苦
情の適切な処理の促進を図る）は達成されていると言える。
　以上より、平成20年度事後評価実施計画期間（平成20年４月１日から平成21年３月31日）の所掌事務の処理状況に
ついて見ると、目標は達成されており、成果が上がっていると考えられるため、これまでの取組を引き続き推進して
いくことが必要である。

【評価結果の概要】

政策に関する評価結
果の概要と達成すべ

き目標等

（必要性）
　公害紛争処理制度は、公害が社会問題となる中で、公害紛争解決の主要な手段であった裁判所における司法的解決
では、因果関係の立証が困難な場合が多く、解決に多くの時間と費用がかかるなどの問題があり、被害者救済の面で
必ずしも十分と言えなかったことから、公害紛争の迅速かつ適切な処理を図り、また、多様化する公害紛争に対応し
た公害紛争処理制度の運用を行う必要がある。

(反映の方向性）
　引き続き公害紛争処理制度の適切な運用を図る。
　具体的には、既存の事務の適切な遂行とともに、実施計画策定時には想定していなかった(ⅰ)事件の顕著な増加傾
向(ⅱ)特に、因果関係究明が困難な事案の増加見込み(ⅲ)海外機関からの交流依頼増加という新規事情が発生したこ
とや、公害苦情調査の結果からは公害紛争処理制度を活用することが適切な公害が相当程度存在していると考えられ
る。これらに対応すべく、①増加する事件を迅速かつ適切に処理するための調査費及び旅費拡充②因果関係究明のた
めの職権による調査の積極的実施③我が国における公害紛争処理のノウハウ・実績等を諸外国に積極的に発信するこ
とによる環境分野での国際協力④地方公共団体、弁護士会、法テラス等との緊密な協力及び制度周知と言った措置が
新たに必要である。

１　公害紛争の処理

達成目
標

（有効性）
　平成20年度に係属した各事件について、審問等の期日の開催、現地調査の実施、専門委員の任命などの処理手続き
を進め、水俣病に係る損害賠償調停の事後処理たる慰謝料額等変更申請の処理、川崎市における土壌汚染財産被害責
任裁定申請事件に約48億円の支払い認容裁定を行うなど、公害紛争の適正な解決が図られている。
　また、地方公共団体の公害苦情相談員等を対象とした公害苦情相談研究会は、参加者のアンケートによれば、参考
度は100％、理解度も96％と、参加者にとって有益なものとなっている。

政策評価調書（個別票②）　（政策評価書要旨）

評価実施時期：平成 21 年 8 月
担当部局名：公害等調整委員会事務局総務課
担当者（連絡先）：飯田　靖男（03-3581-9961）

①

測定指標の状況指標名

・公害等調整委
員会における公
害紛争事件の受
付、係属及び終
結の状況
・公害紛争事件
の処理の計画性
及び期間

公正か
つ中立
な立場
から公
害紛争
事件の
適切な
処理を
図る
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施政方針演説等

関係する施政方針演
説等内閣の重要政策
（主なもの）

年月日 記載事項（抜粋）

政策に関する評価結
果の概要と達成すべ

き目標等

・各国環境裁判・行政ADRに関する情報収集、解析調査の実施のため、「環
境裁判・法執行に関するアジア太平洋地域会議について」と題する報告書を
取りまとめ、目標値として設定していた１件を達成した。
・また、アジア地域における環境紛争に関する制度、執行状況及び実情の把
握並びに我が国の制度等の情報提供の一環として、インドネシア共和国及び
フィリピン共和国に審査官等を派遣し、講演、意見交換等を行った。両国や
タイ王国、国連環境計画（UNEP）、アジア開発銀行（ADB）、アジア環境法
遵守執行ネットワーク（AECEN）等各関係機関から、より緊密な情報交換と
それぞれの国の問題状況に即した協力を求められた。

・平成20年度に審査会等に係属した事件数は、新規に受け付けた事件37件
（調停事件36件、義務履行勧告事件１件）に前年度から繰り越された調停事
件47件を加えた計84件である。このうち39件が20年度中に終結（調停成立15
件、調停打切り17件、調停申請取下げ７件）し、残り45件は21年度に繰り越
された。
・終結した39件の事件のうち、約９割以上が２年以内に終結している。
・公害紛争処理制度の円滑な運用を図るため、審査会等の会長等を対象とし
た「公害紛争処理連絡協議会」（平20年６月）や都道府県の公害紛争処理担
当職員を対象とした「公害紛争処理関係ブロック会議」（平成20年10月～11
月）を開催し、公害紛争処理に係る講演や情報・意見の交換等を実施した。

・平成19年度に全国の地方公共団体の公害苦情相談窓口において取り扱われ
た公害苦情件数は、新規に受け付けた91,770件（前年度に比べて5,943件
（6.1％）の減少）に前年度から繰り越された5,676件を加えた97,446件であ
る。
・このうち、他の機関へ移送した苦情を除く、83,152件（処理件数の
87.5％）が平成19年度に公害苦情相談窓口で直接処理された。また、典型７
公害の直接処理件数（59,328件）のうち、78.5%（46,553件）が苦情申立て
から１か月以内に処理されたが、2.4％が処理に１年以上を要した。
・公害苦情相談研究会の内容が参加者にとって有益なものであったか等を把
握するため、参加者に対してアンケートを実施した。目標値を参考度、理解
度それぞれ80％と設定していたところ、参考度は回答のあった者の100％、
理解度は同96％となり、設定した目標を達成できた。

国及び
都道府
県を通
じた公
害紛争
処理制
度全体
の円滑
な運営
及び公
害苦情
の適切
な処理
の促進
を図る

・公害紛争の処
理に係る調査研
究等の実施状況
・公害紛争の処
理に係る新規調
査研究の実施
（実施件数）

・都道府県公害
審査会等におけ
る公害紛争処理
事件の処理状況
・公害紛争の処
理に係る会議等
の開催状況

・地方公共団体
における公害苦
情の処理状況
・公害苦情処理
に係る会議等の
開催状況
・公害苦情相談
研究会における
参加者の理解度
等（参考度、理
解度）

多様
化・複
雑化す
る公害
紛争に
対応し
た公害
紛争処
理制度
の運用
を行う
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２　土地利用の調整

(反映の方向性）
　引き続き土地利用の調整制度の適正な遂行を図る。

番号

（有効性）
　不服裁定事件について、公正中立かつ専門的な第三者機関として、審理において事実関係を詳細に認定・判断した結
果、裁定を行っており、適正な処理が行われている。
　また、土地収用法に基づく意見の申出等に関する事案について、審査請求人及び処分庁の各主張内容やその趣旨を論
点ごとに詳細に吟味し、それらを主張の要旨として的確に整理した上で、土地収用法等関係法令を参照して意見の申出
等を行っており、公正中立な第三者機関として適切な処理が行われている。

②

・土地収用法に基づ
く意見の申出事案等
の受付、係属及び終
結の状況並びに処理
期間

【評価結果の概要】

（総合的評価）
　測定指標の状況から、公害等調整委員会では、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益との調整、土地利用に関する
行政庁の適正な処分の確保が図られており、いずれの目標も達成されていると言える。
　以上より、当該計画期間内に実施した所掌事務の処理状況について見ると、目標は達成されており、成果が上がって
いると考えられるため、これまでの取組を引き続き推進していくことが必要である。

・平成20年度に係属した不服の裁定事件は１件であり、処理期間約６
か月で終結し、計画的審理に基づく迅速かつ適正な事件処理を行うこ
とができたと言える。
・処理状況を見ると、公正中立かつ専門的な第三者機関として、審理
において事実関係を詳細に認定・判断した結果、裁定を行っており、
適正な処理が行われたと言える。

・平成20年度に係属した土地収用法に基づく意見の申出等に関する事
案は、新規受付事案15件、前年度から繰り越された11件を加えた計26
件である。うち18件については、平成20年度中に集結し、その処理期
間は平均約４か月であった。残り８件は21年度に繰り越された。
・処理状況を見ると、審査請求人及び処分庁の各主張内容やその趣旨
を論点ごとに詳細に吟味し、それらを主張の要旨として的確に整理し
た上で、土地収用法等関係法令を参照して意見の申出等を行ってお
り、公正中立な第三者機関として適切に処理したと言える。

・鉱業等に係る行政
処分に対する不服の
裁定事件の受付、係
属及び終結の状況
・不服裁定事件の処
理の計画性及び期間

施政方針演説等

達成目
標

・鉱区禁止地域指定
請求事件の受付、係
属及び終結の状況並
びに処理期間

政策の概要
　公害等調整委員会は、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は農業、林業その他の産業との調整を図るため、鉱
区禁止地域の指定、鉱業等に係る行政処分に対する不服の裁定を行い、また、土地利用の複雑・多様化に対応して、土
地利用に関する行政庁の適正な処分を確保するため、主務大臣に対する意見の申出等を行っている。

公正かつ
中立な立
場から土
地利用に
関する行
政庁の適
正な処分
の確保を
図る

（効率性）
　平成20年度に係属した鉱区禁止地域の指定請求事件は1件、不服の裁定事件は１件、土地収用法に基づく意見の申出
等に関する事案26件であり、それぞれ計画審理に基づき、迅速かつ適正な事件処理を行うことができた。これらの内、
終結した事件は不服の裁定事件１件と、土地収用法に基づく意見の申出等に関する事案18件であり、前者は約6か月、
後者は平均約4か月で処理されている。

（必要性）
　土地利用の調整は、公益的な観点から一定の土地を利用するのが最も適当であるかという判断を行うものであるた
め、公正性及び中立性が必要であり、また、関係する範囲が極めて広範にわたり専門的知識が必要であること等から、
総務省の外局として設置された行政委員会である公害等調整委員会が、①鉱区禁止地域の指定、②鉱業等に係る行政処
分に対する不服の裁定、③土地収用法に基づく意見の申出等の処理に当たる必要がある。

・平成20年度に公害等調整委員会に係属した鉱区禁止地域指定請求事
件は１件であり、請求内容等の公示を行うとともに、経済産業大臣及
び三重県知事に対して意見照会を行い、21年度に繰り越された。

鉱業、採
石業又は
砂利採取
業と一般
公益又は
他産業と
の調整を
図る

【達成すべき目標、測定指標、目標期間、測定結果　等】

測定指標の状況指標名

年月日 記載事項（抜粋）

関係する施政方針演
説等内閣の重要政策
（主なもの）

政策評価調書（個別票②）　（政策評価書要旨）

評価実施時期：平成 21 年 8 月
担当部局名：公害等調整委員会事務局総務課
担当者（連絡先）：飯田　靖男（03-3581-9961）

政策名

政策に関する評価結
果の概要と達成すべ

き目標等
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